
かかりつけ医機能報告と医療機能情報定期報告の修正について

１ かかりつけ医機能報告制度
かかりつけ医機能報告の報告状況により修正方法は下記のとおりです。

かかりつけ医機能報告を修正した後は、医療機能情報提供制度への取り込みが必要です。

報告状況 修正方法

①報告中 かかりつけ医機能報告制度→定期報告に入り、修正したい項目の「入力」をクリッ
クして、修正登録をする。修正後、右上の「報告」をクリックして終了。

②報告済・再報告済 かかりつけ医機能報告制度→定期報告に入り、右上の「引き戻し」をクリックして
から、①と同じように修正登録する。

③確認完了済 かかりつけ医機能報告制度→変更報告と進み、修正したい項目の「入力」をク
リックして、①と同じように修正登録をする。

【①報告中】
修正後、「報告」のクリックを忘れずに。

２ 医療機能情
報提供制度の修
正へ（３ページ）
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【②報告済・再報告済】

【③確認完了済】 確認完了済の場合は、「定期報告」は
選択することができません。「変更報
告」を選択してください。

「引き戻し」をクリックして、①と同じ
ように修正します。
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かかりつけ医機能報告と医療機能情報定期報告の修正について

２ 医療機能情報提供制度
かかりつけ医機能報告を修正した後は、医療機能情報提供制度への取り込みを行うことで、医療情報ネットに正しく反

映されます。医療機能情報の定期報告の報告状況により修正方法は下記のとおりです。

報告状況 修正方法

①未報告・報告中 医療機能情報提供制度→定期報告に入り、右上の「かかりつけ医機能報告の取込」をクリッ
クする。「一時保存」となった項目を含め、青字の「入力」となっている項目は開いて、内容を
確認し必要があれば修正し登録をする。すべて入力完了となったら、右上の「報告」をクリック
して終了。

②報告済・再報告済 医療機能情報提供制度→定期報告と進み、右上の「引き戻し」をクリックしてから、①と同じよ
うに修正登録する。

③確認完了済 医療機能情報提供制度→随時報告と進み、右上の「かかりつけ医機能報告の取込」をクリッ
クする。「一時保存」となった項目は、「入力」をクリックし、内容を確認し、必要があれば修正
して登録をする。「一時保存」となった項目が、すべて「入力完了」になったら、右上の「報告」
をクリックして終了。
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【②報告済・再報告済】

かかりつけ医機能報告の修正後は、
取込が必要です。

「引き戻し」をクリックした後、①のよう
に、かかりつけ医機能報告の取込を
実施し、修正します。

【①未報告・報告中】 修正後、「報告」のクリック
を忘れずに。
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【③確認完了済】
確認完了済の場合は、「定期報告」は
選択することができません。「随時報
告」を選択してください。
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随時報告でも①と同じように、「かかりつけ医機能報告の取込」が必要です！
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